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1 ．はじめに

令和３年７月１日からの大雨により、静岡
県熱海市において土石流災害が発生し、甚大
な人的・物的被害を引き起こした。盛土の崩
落が被害の甚大化につながったといわれている。
自然災害が激甚化、頻発化し、土砂災害リ
スクが高まっている中、人為的に行われる違
法な盛土や不適切な工法の盛土により貴重な
生命・財産が失われることは決してあっては
ならず、盛土等に伴う災害の防止は国家的な
政策課題である。
こうした認識の下、危険な盛土等を全国一
律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災
害を防止するため、政府は、第208回国会に「宅
地造成等規制法の一部を改正する法律案」を
提出した。
本法案は衆参両院での審議を経て成立し、
令和４年５月27日に公布されたところであ
る。

2 ． 静岡県熱海市における災害の
発生とその後の動き

⑴　静岡県熱海市における災害の概要
梅雨前線による大雨に伴い、2021年７月３
日10時30分頃に静岡県熱海市伊豆山の逢初川
で土石流（崩落土砂量約55,500㎥）が発生し、

死者27名（災害関連死１名を含む）、行方不
明者１名、住宅98棟の損壊などの甚大な被害
が発生した。
また、東海道新幹線・JR東海道線の一時

運休、関東と伊豆方面を結ぶ国道135号の一
時通行止めなど、大きな社会的影響が生じた。
逢初川源頭部には、2007年以降に盛土が造

成されたことが確認されており、静岡県に設
置された「逢初川土石流の発生原因調査検証
委員会」において、この盛土の崩落が被害の
甚大化につながったと指摘されている。

⑵　盛土の総点検の実施
熱海市の土石流災害を受け、令和３年８月、
土地利用関係各府省（国土交通省、農林水産
省、林野庁、環境省）の連名で、都道府県知
事に対し、盛土の総点検を依頼した。
令和４年３月16日時点において、全国で約

３万６千箇所の盛土が抽出され、それらのほ
ぼ全ての盛土について、目視等による点検が
完了している。
その結果、

①必要な災害防止措置が確認できなかった盛
土

②廃棄物の投棄等が確認された盛土
③許可・届出等の手続がとられていなかった
盛土

④手続内容と現地の状況に相違があった盛土
のいずれかの点検項目に該当する盛土が約

「宅地造成及び特定盛土等規制法」
（盛土規制法）について

～危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制～
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1,100箇所見つかっている。
必要な災害防止措置が確認できなかった盛

土については、まずは行為者等により是正措
置を行うことが基本であり、現行法令等に基
づき、適切に行政指導や是正命令を行う必要
がある。
是正措置が講じられない場合で、災害危険

性が高いと判断された盛土については、地方
公共団体が行政代執行等により災害防止措置
を講じ、国として必要な支援を行うこととし
ている。

⑶　有識者検討会による検討
令和３年９月、内閣府に、各関係分野の有

識者を委員とし、国土交通省、農林水産省、
環境省等がオブザーバーとして参画する「盛
土による災害の防止に関する検討会」（以下
「有識者検討会」という。）が設置され、総点
検で発見された危険な既存盛土への対策及び
危険な盛土の発生を防止するための仕組みな
どについて議論が行われた。
令和３年12月に提言が取りまとめられ、危

険な盛土等の発生を防止するための仕組みと
して、新たな法制度の創設が盛り込まれてい
る。

⑷　地方公共団体からの要望
全国知事会をはじめ、地方自治体からも、

法制化による全国統一の基準・規制を設ける
ことなど、盛土による災害の防止に関する要
望が国に対してなされている。

3 ．有識者検討会における議論

令和３年９月30日に設置された有識者検討
会においては、各関係分野の専門的な見地か
ら、４回にわたり、盛土による災害の防止に

向けた議論がなされた。そして、令和３年12
月に、これまでの議論や政府において整理さ
れた盛土の総点検に関する状況を踏まえ、危
険な盛土箇所に関する対策の方向性や、今後、
危険な盛土等の発生を防止するための仕組み
の方向性について提言がとりまとめられた。
その中では、危険な盛土等の発生を防止す

るための仕組みとして、新たな法制度の創設
についても提言されている。
その内容として、盛土等に対する規制につ

いては、これまで、各種土地利用制度により、
それぞれ、当該地域での土地利用規制の目的
に着目して規制する仕組みであったことに加
え、都道府県や市町村で定める条例について
も規制内容に差異があったため、結果として、
規制の弱い地域に危険な盛土等が発生したと
の考えが示され、盛土等の崩落による人家等
への被害が生じないよう、危険な盛土造成等
を規制するための新たな法制度を創設すべき
であるとされた。
また、その際留意すべき観点として、①国

による基本方針等の策定、②隙間のない規制、
③盛土等の安全性の確保、④責任の所在の明
確化と危険性の確実な除去、⑤厳格な罰則の
５点が示された。
なお、提言においては、過去の盛土の崩落

事例では、法令に基づく改善命令等が行われ
たケースが必ずしも多くないことなどを踏ま
え、新たな法制度を実効性のあるものとする
ために、法の施行体制・能力を強化すること
が重要であることなども、指摘されている。

4 ． 「宅地造成等規制法の一部を改
正する法律案」の概要

有識者検討会での議論や全国知事会等から
の要望などを踏まえ、盛土等に伴う災害から
人命を守るという観点から、危険な盛土を包
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括的に規制する法制度を構築することとし
た。
その際、現行の宅地造成等規制法が、
・盛土による災害の防止を直接の目的として
いること
・規制区域の指定、工事の許可制、土地の所
有者等の管理責任や都道府県知事等の勧
告・命令など、盛土の安全性確保の観点か
ら優れた規制手法を採用していること
から、新法ではなくこれの一部改正という形
をとることとした。
ただし、今般の改正は、「宅地造成等規制法」

を「宅地造成及び特定盛土等規制法」とする
など、法律の題名も含めて改正し、後述のと
おり、危険な盛土を包括的かつ実効的に規制
するために抜本的な対策を講ずるものである。
また、危険な盛土等は、宅地や農地・森林
等の土地の用途に関わらず発生しうるもので
あり、これらを包括的に規制する必要がある
ことから、改正後の盛土規制法は、国土交通
省と農林水産省の共管法とし、両省が一体的
に対応することとしている。
盛土規制法の運用にあたっては、基本的に
は、両省が、それぞれの所掌事務について蓄
積した知見に基づき、
・国土交通省においては、主に宅地に関する
技術的基準や安全対策等を担当し、
・農林水産省においては、主に農地・森林に
関する技術的基準や安全対策等を担当する
ことを想定している。

以下、盛土規制法の概要について、有識者
検討会の提言における５つのポイントに対応
させて解説する。

⑴　国による基本方針の策定
盛土等に伴う災害防止のための対応策は、
この法律をはじめとする土地利用規制、廃棄

物処理など、多くの行政分野に及ぶものであ
り、関係部局が相互に連携しながら円滑に規
制を実施できるようする必要がある。また、
盛土規制について、各自治体によって対応に
ばらつきが生じることの無いようにする必要
がある。
こうしたことなどから、盛土規制法におい

ては、主務大臣である国土交通大臣及び農林
水産大臣が盛土等に伴う災害の防止に関する
基本的な方針（以下「基本方針」という。）
を策定し、国土全体にわたる総括的な盛土対
策についての基本的な考え方を示すこととし
ている。
具体的には、

・盛土等に伴う災害の防止に関する基本的な
事項

・ 後述する基礎調査や区域指定の考え方など、
この法律に基づく事務の遂行や運用に関し
て指針となるべき事項

・建設発生土の搬出先の明確化や廃棄物混じ
りの盛土、太陽光パネル設置に伴う盛土へ
の対応等、盛土等に伴う災害の防止に関す
る重要事項

等について定める予定である。
なお、基本方針を定めるに当たっては、関

係行政機関の長に協議するとともに、審議会
の意見を聴くこととしている。

⑵　隙間のない規制
①規制区域の指定
ⅰ）規制区域の考え方
盛土等に伴う災害から人命を守るとの法目

的に沿って、都道府県知事等が、盛土等の崩
落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規
制区域として指定することとしている。
具体的には、

・盛土等に伴う崖崩れ等によって近隣の人家
等に被害が生ずる蓋然性が高い市街地や集
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落のエリア（宅地造成等工事規制区域）の
ほか、

・人家等から離れた場所であっても、地形等
の条件から、盛土等が崩落した場合に土砂
が流下して、下方の人家等に危害を及ぼし
うる斜面地のエリア（特定盛土等規制区域）

を指定できることとしている。

ⅱ）基礎調査の実施
規制区域の指定について、客観的なリスク

把握に基づき行えるよう、都道府県等がおお
むね５年ごとに基礎調査を実施し、定期的に
土地の利用状況を把握することとしている。

ⅲ）関係市町村との連携
区域を指定するためには、それぞれの地域

における土地利用の状況や地形等の自然的条
件などの情報が必要となることから、地域の
実情を熟知している市町村長が規制区域の指
定に関与できるよう、
・指定時に、都道府県知事等が市町村長の意
見を聴取することに加え、

・市町村長側から、都道府県知事等に対して
区域指定の必要制を申し出ることができる
こととしている。

②規制対象行為
規制区域内で行われる盛土等の行為は、都

道府県知事等の許可（特定盛土等規制区域内
の一定規模以下のものは届出）の対象となる。
規制対象となる行為は、具体的には、現行

の宅地造成等規制法で規制対象となっている
宅地造成のほか、農地の造成・改良や森林の
造成、土砂の恒久的な投棄などを目的とする
ものなど、盛土や切土全般が規制対象となる
ほか、土地の形質の変更には該当しない土石
の一時的な堆積も規制対象となる。

⑶　盛土等の安全性の確保
①許可基準
ⅰ）許可基準の全体像
規制区域内において盛土等に関する工事の

許可を受けようとする工事主は、許可申請に
先立って、土地所有者等の全員の同意を得る
とともに、周辺住民に対し、説明会の開催等
により工事の内容を周知しなければならない
こととしている。
都道府県知事は、許可申請があった場合、

・災害防止のための安全基準（技術的基準）
に適合していること、

・工事主が必要な資力・信用を有すること
・工事施工者が必要な能力を有すること
・土地所有者等の全員の同意を得ていること
を審査することとしている。

ⅱ）災害防止のための安全基準（技術的基準）
災害防止のための安全基準（技術的基準）

については、今後、地盤工学等の有識者によ
る検討会により、検討することとなる。
具体的には、盛土等については、盛土を行

う場所の地形や地質、地下水を含めた水の状
況に応じて、擁壁や排水施設の適切な設置や、
地盤の締め固めなど、盛土の安全性を確保す
るための基準について、有識者の知見をいた
だきながら検討していくこととしている。
また、土石の堆積については、堆積の高さ

や斜面の勾配、土石の周囲の保安帯の確保な
どについて、同様に有識者の知見をいただき
ながら検討していくこととしている。

ⅲ）許可情報の公表
無許可等の不法な盛土については、住民通

報が発見のきっかけになることも多いため、
地元住民が地域で行われている盛土が許可を
とったものかどうか適切に判断できるよう、
都道府県知事等が許可を行った場合には許可
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地を公表するとともに、許可を受けた工事主
は工事現場に標識を掲示しなければならない
こととしている。

②定期報告、中間検査の新設
許可を受けた盛土等については、許可内容
に従って適切に工事が実施されていることを
確認するため、工事完了時の完了検査に加え、
一定規模以上の盛土等について、施工中の中
間検査及び施行状況の定期報告制度を設けて
いる。
中間検査は、災害防止上重要であるにもか
かわらず、工事完了時に土砂等に埋没し、外
見上確認が困難な工程について確認するもの
であり、現時点においては盛土における排水
施設（暗渠）の設置の工程を想定している。
定期報告は、工事中の盛土等の施行状況等
を一定期間ごとに報告することで、例えば許
可申請時に申請していた量を超える盛土等が
行われ、事後の改善措置が困難となるといっ
た事態を防ぐこととしている。

⑷　責任の所在の明確化
本法では、盛土工事が適正に施工されるよ
う、規制区域内での盛土について工事主に許
可の取得を義務付けるとともに、無許可行為
や安全基準違反があった場合には、工事主や
工事施工者に対し、工事の施行停止や災害防
止措置を命ずることができることとしている。
また、盛土が行われた後もその土地が適正
に管理されるよう、土地所有者等が常時安全
な状態に維持する努力義務を負うことを明確
化し、安全性に問題が生じている場合には、
その時点での土地所有者等だけでなく、例え
ば危険な盛土を行った者や過去の土地所有者
など、安全性に問題を生じさせた原因行為者
に対しても災害防止措置を命ずることができ
ることとしている。

また、命令の相手方を確知できない、命令
するいとまがない、命令された者が期限まで
に対策を実施しないなどの場合には、都道府
県知事等による代執行を可能としている。

⑸　厳格な罰則
本法案では、規制の実効性を確保するため、

現行法の罰則を抜本的に見直し、違反行為に
対して厳格な罰則を措置することとしている。
例えば、現在、無許可工事や安全基準違反

については「６か月以下の懲役、30万円以下
の罰金」、措置命令違反については、「１年以
下の懲役、50万円以下の罰金」としていると
ころ、いずれも「３年以下の懲役、1,000万
円以下の罰金」とするなど、法定刑を大幅に
引き上げることとしている。
また、法人が関与する違反行為については、
自然人に加えて法人にも罰金刑を科すことと
し、重大な違反については、最大３億円以下
の罰金刑が科されることとなる。
こうした罰則の強化と合わせ、警察と連携

した取締りの強化等を図ること等により、規
制の実効性が高いものとなるよう取り組むこ
ととしている。

5 ．おわりに

盛土規制法は、公布の日から１年を超えな
い範囲内において政令で定める日から施行す
ることとしている。
今後、国としては、基本方針の検討や、基

礎調査及び区域指定、工事の許可、不法盛土
への対応等に必要なガイドラインの検討など
を進め、案の段階でもできるだけ速やかに都
道府県等に示すことで、法施行後の都道府県
等の速やかな事務の実施を促進してまいりた
い。
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